
 次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定

し、随意契約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施

する。 

 

 令和４年（2022年）５月２５日 

 

北海道知事 鈴木 直道  

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

（１）業務名 

   積雪寒冷条件下におけるドローン活用実証事業委託業務 

  

（２）業務の目的 

近年、無人航空機（ドローン）は様々な分野で利活用が進められており、令和４年度には

国の規制緩和が予定されていることから、今後さらに活用が広がることが期待されている。

人口減少や少子高齢化の進行が著しく、広域分散、積雪寒冷である本道において、ドローン

の活用は、道民生活の安全・安心の確保と利便性の向上、物流の安定的な確保等の有効な手

段となり得る。 

本道において年間を通じてのドローンの実用化、社会実装を進めるには、冬期の積雪寒冷

条件下でのドローン活用が必要となるが、冬期の厳しい環境下においては、バッテリーの急

速な消耗や着雪によるプロペラの凍結などの課題があり、安定的な運行確保が困難とされて

いる。このため、本業務では、積雪寒冷等の環境における飛行実証を行い、様々な気象条件

下での課題の整理や、活用可能性を検証し、北海道におけるドローンの社会実装を促進する

ものである。 

  

（３）業務の内容 

ア 実証検証 

積雪寒冷条件下におけるドローンの活用可能性について実証を行い、今後の実用化に資

するデータを取得するとともに、課題とその解決策について検証すること。 

 

  ＜実証にあたっての要件等＞ 

（ア）ユースケースの設定 

以下の３分野における積雪寒冷条件下におけるユースケースについて想定し、それぞ

れ最低１つのシナリオ（実際の利用シーン）を設定し、実用化に向けた条件・検証項目

を十分考慮の上、実証すること。 

① 防災・減災対策 

② 交通困難地域等における荷物配送等、物流の安定的な確保 

③ 道有施設（道有林や道路、河川等）の維持管理等、社会インフラの維持 

また、それ以外にも公益性が高く、高い効果が期待できる分野の実証についても検討

すること。 

なお、実証は、航空法における飛行リスク程度のカテゴリーⅠ・Ⅱまでの飛行を想定

している（Ⅲ以上は提案による）。 

（イ）機種の選定 

各ユースケースについて求められる性能等を整理するとともに、付属可能な部品やオ

プションの追加も検討し、可能な限り複数の機体で実証すること。実証にあたっては、

各機体の標準仕様での検証と、寒冷地に対応したオプションの追加や現場での工夫等に

よる効果をあわせて検証すること。 

（ウ）実証フィールドの選定 

道内の地域により雪質・積雪状況等が異なることから、道内の複数地域を実証フィー

ルドとして選定すること。また、選定にあたっては、将来的な具体の実装を見据えるこ

と。 

（エ）事前の検証 

業務の実施にあたっては、冬期以外の季節における比較データを事前に取得するこ



と。 

（オ）地域住民等への理解醸成、利活用促進に資する啓発活動 

実証にあたっては、実証フィールドにおいて地域住民等へのドローンに関する理解醸

成を図るとともに、実証の成果が道内でのドローン利活用・社会実装の促進につながる

よう、道が主催や出展するイベントへの協力をはじめ、事業者・自治体等に向けた事業

の効果的な広報やＰＲを実施すること。 

 

イ 冬期飛行ガイドラインの作成 

実証検証結果を踏まえ、以下の項目が含まれた冬期飛行のガイドラインを作成するこ

と。 

（ア）飛行において遵守すべき法令等の飛行ルール 

（イ）事前の保険等手続き、保険等制度上の制限事項 

（ウ）離着陸時、飛行時の注意事項、運用上の工夫 

（エ）飛行後の保管＆メンテナンス 

（オ）事業者等へのアンケート調査によるヒヤリハット事例 

（カ）その他、冬期飛行に関し、参考となり得る情報 

 

ウ 実施計画書の作成 

業務契約後、速やかに業務内容や業務スケジュール、実施体制等を記載した業務処理計

画書を作成すること。 

なお、計画に変更が生じた場合は、速やかに業務担当員と協議してその指示を仰ぐもの

とし、必要に応じて業務処理計画書を変更して提出すること。 

 

エ 道の設置する連絡会議等での説明 

効果的な実証の手法や、実証後の実用化に向けた課題などの整理のため、本業務の取組

内容や方向性、経過や実績に関し、道の設置する連絡会議等において説明を行い（年３回

程度）、その議論を踏まえながら業務を実施すること。 

 

オ 成果物 

（ア）本業務の実施結果について、次の成果物を電子媒体（DVD-R）で正副２部、委託者に

提出すること。 

① 業務実施報告書 

② 業務実施報告書の概要版 

③ 冬期飛行ガイドライン 

④ 実証事業に関するデータ一式（実証データ、実証の様子を撮影した動画・写真） 

（イ）業務実施報告書においては、本業務で得られた知見を元に、以下に例示する道内にお

ける課題を分析するとともに、解決に向けた効果的な施策や手法について提案するこ

と。 

① 道内における実装促進 

② 地域における活用ニーズや新たなユースケース・ビジネスモデルの創出 

③ ドローン人材の育成や確保 

（ウ）成果物は、北海道のオープンデータとして原則公開する。 

 

カ 業務上の留意事項 

（ア）本業務において土地所有者や関係機関の許可、地域住民の協力等を得る必要がある場

合は、受託者が実施すること。 

（イ）ドローンの飛行にあたっては、航空法等関連法令を遵守するとともに、必要に応じ

て、国土交通大臣等の許可又は承認を得ること。 

（ウ）ドローンの飛行による事故防止のため、安全対策に十分配慮するとともに、事故等が

発生した場合は、発注者及び関係機関に速やかに連絡し、対応すること。 

（エ）実証で使用するドローンは、機体認証登録をしているものを選定するとともに、情報

漏洩などセキュリティ上のリスクについて考慮すること。 

（オ）業務の実施にあたっては、国土交通省航空局のホームページに掲載されている無人航



空機を飛行させる能力等に関する基準を制定している団体等による技術認証を有する者

を配置すること。 

 

２ 公募型プロポーザルに参加する者に必要な資格 

（１）複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）、単独法人又は法人以外の

団体であること。 

 

（２）コンソーシアムの構成員、単独法人又は法人以外の団体は、次の要件を全て満たしている

こと。 

ア 道内に本店若しくは事業所等（本事業を実施するために設置する場合も含む。）を有す

る法人、又は特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法

人であること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団

員の統制下にある法人を除く。なお、コンソーシアムの場合は、代表となる構成員の本社

又は事業所が道内に所在すること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でな

いこと。 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてい

る者でないこと。 

エ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日付け局総第４

６１号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受け

たが、既にその停止の期間を経過していること。 

オ 暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団員関係事業者等であることにより、道

が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ア）道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

（イ）本社が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

（ウ）消費税及び地方消費税 

キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除

く。） 

（ア）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

（イ）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

（ウ）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

ク コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員

として、このプロポーザルに参加する者でないこと。 

 

３ 手続き等 

（１）担当部局 

北海道総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課 

所 在 地：〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目（本庁舎５階） 

電話番号：011-204-5172（直通） 

 

（２）企画提案説明書の交付 

ア 期間 令和４年（2022年）５月２５日（水）から令和４年６月２７日（月）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。交付時間は午前９時から午後５時まで） 

イ 場所 （１）の場所で交付する。 

なお、北海道総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推

進課のホームページからダウンロードすることができる。 

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/drone/113578.html） 

 

（３）参加表明書の提出 

ア 期限 令和４年（2022年）６月１３日（月） 午後５時必着 

イ 場所 （１）に同じ 

ウ 方法 持参又は郵送（特定郵便、簡易書留、書留のいずれかによる。） 



（４）企画提案書の提出 

ア 期限 令和４年（2022年）６月２７日（月）午後５時必着 

イ 場所 （１）に同じ 

ウ 方法 持参又は郵送（特定郵便、簡易書留、書留のいずれかによる。） 

 

４ 提案の無効 

公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とす

る。 

 

５ 最良の提案をした者の選定方法 

    あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案を

した者（以下「特定者」という。）を選定する。 

 

６ 契約手続 

特定者を見積書徴収の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続を

行う。 

 

７ その他 

（１）提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

（２）審査結果及び特定者名は、公表する。 

（３）詳細は、企画提案説明書による 


